
地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の延長

○ 内閣総理大臣が認定した地域再生計画に位置付けられた事業に

対して企業が寄附を行った場合に、損金算入措置に加え、平成28年

度から令和６年度までの間、法人関係税（法人住民税、法人事業税、

法人税）に係る税額控除の措置が講じられている。

○ 令和２年度より、税の軽減効果は寄附額の最大約９割となっており、

各税目ごとの控除上限額は以下のとおり。
①法人住民税 寄附額の４割を税額控除。（法人住民税法人税割額の20％が上限）

②法 人 税 法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。

ただし、寄附額の１割を限度。 （法人税額の５％が上限）

③法人事業税 寄附額の２割を税額控除。（法人事業税額の20％が上限）

○ 企業版ふるさと納税は、令和２年度税制改正において適用期限の延長や税の軽減効果の拡充等を実施したことにより、

寄附実績が大幅に増加（令和元年度33.8億円→令和５年度470.0億円）するとともに、本税制を活用したことのある

地方公共団体数も平成28年度～令和５年度までの累計で1,536団体になり、多くの団体において活用されている

○ また、企業や地方公共団体から本税制の令和７年度以降の延長を求める声が多数寄せられているところ

○ 「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023改訂版）」（令和５年12月26日閣議決定）において、地方と企業のつながりを

生み出す効果的な取組である本税制の更なる活用を図ることによって地方への資金や人材の還流を促進することとしている

○ 一方、寄附活用事業において、契約手続の公正性等に問題があると認め、認定地域再生計画の取消しを行う事案が生じた

ため、当該事案及び、実態調査の結果等を踏まえ、必要な改善策について検討

制度の健全な発展を図りつつ、地方創生2.0の趣旨を踏まえ、地方創生の更なる充実・強化に向け、地方への資金の

流れの継続を着実なものとすることが必要
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 （別紙）地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の制度改善策 内閣府地方創生推進事務局
令 和 ６ 年 12 月

◆寄附活用事業の実施に当たり、地方公共団体におけるチェック機能の強化

事業の実施に当たり留意すべき事項のチェックリストを導入し、各実施段階でチェックを行う

・事業の各段階において、一定の場合（※1）に、国に提出を求める

・寄附を受領した全団体に対して、実施報告と併せて各会計年度終了後に提出を求める
（※１）寄附受領時に寄附活用事業の歳出予算が議決前である場合 等

◆寄附活用事業の実施状況の透明化

契約手続等において、一定の場合（※２）、国への実施報告を義務付け、寄附法人名を公表（※３）

寄附活用事業の発注先（※４）を地方公共団体において公表

（※２）寄附法人・関係会社が、競争入札において一者応札で受託した場合 等

（※３）寄附法人が非公表を希望する場合は、地方公共団体において、第三者を含む審議会等により非公表とする理由の確認を
行った上で、国へ報告し、国はその理由を公表する

（※４）競争入札・随意契約（ただし少額の場合を除く）に限る

◆地域再生計画の認定取消しを受けた場合の再申請に係る欠格期間（２年間）の

創設

◆Q＆Aにおいて、寄附法人・関係会社が再委託先となる場合の留意点を明記

制度改善策のポイント



（参考）寄附活用事業の実態調査について

○ 令和５年度に寄附を受領した全1,462 地方公共団体（当該寄附が充当された全5,258事業）が対象：寄附総額約470億円

（１） 寄附活用事業の入札・契約手続の状況

○  寄附活用事業の契約先等に寄附法人等を含むケース：30/4,228事業（0.7％）

○ 内訳は、競争入札で２事業、公募型プロポーザル方式で６事業、補助金・負担金等で22事業

（２） 寄附法人名の公表

〇 寄附法人名を公表

（一部含む）しているケース

   ：4,807/5,258事業（91％）

（４） 寄附金を受領した時点 ※物品による寄附140事業を除く

〇 寄附活用事業の歳出予算の議決後に寄附金を受領：4,386/5,118事業（86％）
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＜調査結果＞

○ 寄附活用事業の一者応札等による契約先（再委託先含む）又は補助金・負担金等の交付先（交付先からの事業発注先含む）

に寄附法人等が含まれていたケースは、全体の約１％であった。

〇 寄附法人名を地方公共団体において公表（一部含む）しているケースは、全体の９割以上であった。
〇 寄附活用事業の発注先については、全体の約半数が公表（一部含む）していた。
〇   寄附金を、寄附活用事業の歳出予算の議決後に受領していたケースは、全体の約９割を占めた。

＜調査方法＞

（３） 寄附活用事業の発注先の公表
※契約手続等がない1,065事業を除く

 〇 発注先を公表（一部含む）

しているケース

 ：2,033/4,193事業（49％）
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全体
議決後 議決前

(14%)事業数 5,118 (100%) 4,386 (86%) 732

＜調査結果の概要＞

うち
寄附法人等を含む

うち再委託先に
寄附法人等を含む

うち
寄附法人等を含む

うち再委託先に
寄附法人等を含む

　※基金積立てを行った場合など、契約手続等がない1,030事業を除いて集計

1,132,027 本 (98.71%) - -

2,059 事業 (48.70%) 22 30事業

契約本数 1,146,790 本 2,039 本 (0.18%) 359本 (0.03%) 1 1 12,724 本 (1.11%) 680本 (0.06%) 316本 (0.03%) 5 1

2,201 事業 (52.06%) 482事業 (11.40%) 236事業 (5.58%) 5 1事業数 4,228 事業 844事業 (19.96%) 200事業 (4.73%) 1 1
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